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介護保険境界層措置決定通知書
年　　月　　日　
　様
産山村長   　　         

先に申請のありました境界層措置について、下記のとおり決定しましたので通知します。
	被保険者氏名
	
	被保険者番号
	



	決定年月日
	年　　月　　日

	１　適用する
	適用期間
	年　　月　　日　　～　　　　　年　　月　　日

	境界層該当措置の内容
	措置前の自己負担額（月額）
	措置後の自己負担額（月額）
	減額する自己負担額（月額）

	(1)
	給付額減額等の記載（介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をいう。）が行われない。
	円
	円
	円

	(2)
	特定介護サービス等に係る居住費等の負担限度額又は特定負担限度額について保護を必要としなくなるまで、以下の額が段階的に適用される。
	円
	円
	円

	
	居室の種類
	適用された後の額
	
	
	

	
	ユニット型個室
	1日につき「1,310円」又は「820円」
	
	
	

	
	ユニット型個室的多床室
	1日につき「1,310円」、「490円」又は「0円」
	
	
	

	
	従来型個室
（特養等）
	1日につき「820円」、「420円」、「320円」又は「0円」
	
	
	

	
	従来型個室
（老健・療養等）
	1日につき「1,310円」又は「490円」
	
	
	

	
	多床室
	1日につき「0円」
	
	
	

	(3)
	特定介護サービス等に係る食費の負担限度額又は特定負担限度額が保護を必要としなくなるまで、1日につき「650円」、「390円」又は「300円(平成17年厚生労働省告示第417号に規定する300円未満の額にあっては、当該額）)が段階的に適用される。
	円
	円
	円

	(4)
	利用者負担世帯合算額(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)を「24,600円」又は「15,000円」と読み替えて高額介護サービス費(介護保険法第51条に規定する高額介護サービス費をいう。)又は高額介護予防サービス費(介護保険法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。)が適用される。
	円
	円
	円

	(5)
	保険料額が、保護を必要としなくなるまで、産山村が条例で定めるより低い標準割合を乗じて得た額に減額される。
	円
	円
	円

	減額される自己負担（月額）の合計額
	円
	円
	円

	２　適用しない
	理由



（裏面）
審査請求
　この通知書について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、熊本県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
　（審査請求先）
　　　熊本県介護保険審査会事務局（熊本県認知症対策・地域ケア推進課）
　　　〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
　　　電話　096-333-2218

　この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に、産山村を被告として（村長が被告の代表者となります。）提起することができます。
　なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

問い合わせ先
　産山村健康福祉課
　〒869-2703熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿488番地3
　電話　0967-25-2212

